
議案第 ５ 号 

 

川崎市教育委員会委員の報酬及び費用弁償額並びにその支給条例等の一

部を改正する条例の制定について 

 

川崎市教育委員会委員の報酬及び費用弁償額並びにその支給条例等の一部を

改正する条例を次のとおり制定する。 

 

平成１９年 ２ 月１４日提出 

川崎市長 阿 部 孝 夫 

 

川崎市教育委員会委員の報酬及び費用弁償額並びにその支給条例等の一

部を改正する条例 

（川崎市教育委員会委員の報酬及び費用弁償額並びにその支給条例の一部改

正） 

第１条 川崎市教育委員会委員の報酬及び費用弁償額並びにその支給条例（昭

和２６年川崎市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

 第２条各号を次のように改める。 

(1) 委員長である委員   月額  ３３６，０００円 

(2) そ の 他 の 委 員   月額  ２７９，０００円 

（川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第２条 川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例（平成３年川崎市

条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「６２０，０００円」を「５８０，０００円」に改める。 

 第４条中「１００分の１０」を「１００分の１２」に改める。 



 第６条第２項中「当該合計額の１００分の２０を乗じて得た額」を「、当

該合計額に１００分の２０を乗じて得た額及び給料月額に１００分の２５を

乗じて得た額」に、「１００分の２１２．５」を「１００分の１６０」に、

「１００分の２３２．５」を「１００分の１７５」に改める。 

（川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第３条 川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例（平成１６年川崎

市条例第５９号）の一部を次のように改正する。 

 第３条中「８８０，０００円」を「８３０，０００円」に改める。 

 第４条中「１００分の１０」を「１００分の１２」に改める。 

 第６条第２項中「当該合計額の１００分の２０を乗じて得た額」を「、当

該合計額に１００分の２０を乗じて得た額及び給料月額に１００分の２５を

乗じて得た額」に、「１００分の２１２．５」を「１００分の１６０」に、

「１００分の２３２．５」を「１００分の１７５」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第３条の規定による改正後の川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関す

る条例第３条、第４条及び第６条第２項の規定にかかわらず、この条例の施

行の際現に病院事業管理者である者に支給する給料、地域手当及び期末手当

の額は、その任期が満了するまでの間、なお従前の例による。 



参考資料 

 

制 定 要 旨 

 

川崎市特別職報酬等審議会の答申及び意見に基づく議会議員の報酬の額並び

に市長、助役及び収入役の給料の額の改定並びに期末手当の額の算定方法の変

更に伴い、教育委員会委員の報酬の額を改定し、並びに常勤の監査委員及び病

院事業管理者の給料の額の改定並びに期末手当の額の算定方法の変更を行うこ

と等のため、この条例を制定するものである。 

 

 

 

 

 

 

 




